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公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

開成都市計画における【新市街地ゾーンについて】

の御意見は、先に説明した南足柄都市計画での公述

意見と同じ内容のため、説明は省略します。

開成都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

整開保（新市街地ゾーン）について（公述人Ｂ氏：反対）

【新市街地ゾーンについて】
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以

下「整開保」という。）」の記述の一部について反
対する。
反対の箇所は、整開保の11ページにある新市街地

ゾーンに関する後半の記述であり、第７回線引き見
直しの整開保における「新たな産業拠点として企業
等の計画的な誘導を図る」という表現を、「イン
ターチェンジに近接する利便性の高い交通環境を有
している」に変更することが、何でもよいから工場
を誘致したいと読める。
当該地開発の指針となっている足柄産業集積ビレッ

ジ構想（以下「ビレッジ構想」という。）は、その目
的として「南足柄市と開成町の両市町、企業、教育・
研究機関等が協力しながら産業集積を進め、ビレッジ
構想地区を核とし、足柄地域全体の発展・活性化を
図っていくこと。」を謳っており、もっと志が高いも
のと理解している。
また、ビレッジ構想は、「長期行政運営の指針」

と位置付けられ、両市町の都市マスタープラン、整
開保との連携・整合性を確保するものとされている
が、今回の整開保は整合性が取れていないと考える。
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【参考】公述意見の要旨（抜粋）

－壗下竹松北地区について－
また、ビレッジ構想では、両市町の協力が謳われ

ているが、先行する壗下竹松北地区の開発に関し、
町は市の言いなりになっているように思える。
町の一般住民には、ビレッジ構想の進行状況につ

いてほとんど説明してこなかったため、ビレッジ構
想とは程遠いただの工業地開発となってしまったと
考える。
この先行事例が、竹松南・宮台北地区でも放って

おくと同じようなことが繰り返される可能性を示し
ている。
県は、こうした市町の動向に対して適切なチェッ

ク機能を果たしているのか。
素案を見る限り、県は市町の動向を注意深く見て、

チェック機能を果たそうという意図が感じられない。
両市町に聞き取りをするとともに、第243回神奈川
県都市計画審議会での答弁内容が適切であったのか
を含め、都市計画審議会に詳細を説明するよう要望
する。
そして、整開保の記述を再検討し、少なくとも元

の表現に戻すなどして、ビレッジ構想を担保した適
切なものとするよう要望する。

新市街地ゾーン
（開成町）

・この図面は、南足柄市長及び開成町長の承認を得て、同市町所管の都市計画基本図を使用して調整したものです。
・この図面は、南足柄市及び開成町との協議を経て、同市町都市計画決定データを使用して作成したものです。

壗下竹松北地区

道の駅

南足柄市

開成町

開成都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

整開保（新市街地ゾーン）について（公述人Ｂ氏：反対）
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県の考え方（南足柄抜粋）公述意見の要旨（南足柄抜粋）

【新市街地ゾーンについて】
整開保では、集約型都市構造の実現に向けた都市

づくりを都市計画の目標の一つとしており、これを
踏まえて、該当部分については「市域東部において
は、東名高速道路大井松田インターチェンジに近接
する利便性の高い交通環境を有していることから、
これらを活用した産業形成を図るため、必要な産業
業務施設集積地の整備について、農林漁業との調整
を図りながら、検討を行っていく。」としています。
また、整開保の新市街地ゾーンでは、それぞれの

地域の立地特性等を踏まえた市街地像を示すことと
しており、必要な産業業務施設集積地の整備につい
て記載しています。なお、誘致する産業については
ビレッジ構想に位置付けられています。

南足柄・開成都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

整開保（新市街地ゾーン）について

【新市街地ゾーンについて】
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以

下「整開保」という。）」の新市街地ゾーンに関す
る記載内容について、第７回線引き見直しの整開保
における「企業等の計画的な誘導」という表現が
「インターチェンジに近接する利便性の高い交通環
境を活用した産業形成」に今回変更されており、何
でも良いので工場を誘致したいと読める。
当該地開発の指針となっている足柄産業集積ビ

レッジ構想（以下「ビレッジ構想」という。）は、
その目的として「南足柄市と開成町の両市町、企業、
教育・研究機関等が協力しながら産業集積を進め、
ビレッジ構想地区を核とし、足柄地域全体の発展・
活性化を図っていくこと。」を謳っており、もっと
志が高いものと理解している。
ビレッジ構想で謳っている上位計画との整合を前

提に、整開保はビレッジ構想を踏まえた記載内容と
すべきであり、少なくとも第７回線引き見直しの記
載内容に戻すなどの工夫をすべきである。
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公述意見の要旨（南足柄抜粋） 県の考え方（南足柄抜粋）

－壗下竹松北地区について－
壗下竹松北地区の市街化区域編入に当たっては、

都市計画決定前の時点で立地する複数の業種が想定
されていたため、これら業種の事業内容を踏まえ、
市が周辺環境に配慮した地区計画の制限内容を定め
ています。
今後、新市街地ゾーンを市街化区域編入する場合

は、同様に周辺環境に配慮した地区計画の制限内容
を定めるとともに、地区計画の目標等でビレッジ構
想に基づく土地利用を図る旨を明示すると市から聞
いています。
また、区域区分の変更や地区計画の都市計画決定

に当たっては、都市計画法において、素案の閲覧、
公聴会の開催、案の縦覧及び意見書の提出など近隣
住民等の意見を反映する手続きが定められています。
なお、整開保で示した地域毎の市街地像を目指し

て計画を進めていくには、前提として地権者及び周
辺住民の御理解を得なければならないことから、今
後、周辺住民の方も対象とする情報提供、説明会等を
実施していくと市から聞いています。

南足柄・開成都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

整開保（新市街地ゾーン）について

－壗下竹松北地区について－
道の駅「足柄・金太郎のふるさと」の道路を挟ん

で北側が、先行して区域区分の変更があった壗下竹
松北地区である。当該地区の区域区分の変更に関す
る審議が行われた第243回神奈川県都市計画審議会
の議事録によると、隣接する低層住居専用地域等へ
の環境配慮に関する委員からの質問に対し、事務局
は、緑地帯の確保、壁面後退、建築物の高さ制限に
より一定の配慮をしていることについて回答してい
る。事務局の回答を受け、委員は、業種によっては、
このようなバッファーゾーンを設けるだけで十分な
のかというところはあるが、現時点で考えている環
境配慮については了解した、と応じている。
委員の重要な指摘事項は、当該地に立地する産業

施設の具体の業種が未定であるため、バッファー
ゾーンが十分であるか否かは現時点では不明である
という点であったと考える。
また、別の委員からの、開成町の住民に対する説

明をしているかという質問に対し、地権者への勉強
会や説明会を行っていると事務局が回答しているが、
これは論点をずらした回答である。正確な回答は、
「住民説明はしていない。」になるはずである。
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都市計画区域名

分類

鎌

倉

逗

子

三

浦

葉

山

厚

木

藤

沢

茅
ヶ
崎

伊
勢
原

大

磯

小
田
原

南
足
柄

開

成

箱

根

合

計

都市計画
の方針

整開保について 1 2 3 6

整開保（新市街地ゾーン）
について

5 1 1 1 8

都市再開発の方針等について 4 4

区域区分
市街化区域及び市街化調整区域
への編入について

1 1 1 3

そ の 他 1 1 2 1 1 1 7

合 計 1 1 1 3 6 1 1 1 1 6 1 2 3 28

公述意見の分類 －都市再開発の方針等について－

（単位：人）
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・小田原都市計画区域
(小田原市)

都市再開発の方針等について
公述意見のあった都市計画区域

凡例

都市再開発の方針等について公述意見のあった都市計画区域

小田原

１都市計画区域：４人
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小田原市

南足柄市

箱根町

小田原駅 一号市街地

小田原市 位置図

小田原市

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）及び箱根町長の承認を得て、同市町所管の都市計画基本図を使用して調整したものです。
・この図面は、小田原市との協議を経て、小田原都市計画決定データを使用して作成したものです。

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

凡例

鉄道

行政界

自動車専用道路

国道

県道

一号市街地
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小田原駅

一号市街地
(小田原駅周辺地区)

国
道

号

255

小田原市 拡大図

小田原市

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用したものである。
・この図面は、小田原市との協議を経て、小田原都市計画決定データを使用して作成したものです。

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

行政界

凡例

鉄道

自動車専用道路

国道

県道

都市計画道路

一号市街地
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行政界

凡例

鉄道

自動車専用道路

国道

県道

都市計画道路

一号市街地

小田原市 空中写真

・この図面は、国土地理院撮影の空中写真（令和元年10月）を複製したものです。
・この図面は、小田原市との協議を経て、小田原都市計画決定データを使用して作成したものです。

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

小田原駅

一号市街地
(小田原駅周辺地区)

国
道

号

255

小田原市
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【一号市街地(小田原駅周辺地区)について】
当初、小田原市は、小田原駅西口に隣接し、広域

中心拠点としての機能強化や魅力ある市街地形成、
道路や公園等の基盤整備による防災性の向上などに
取り組む必要がある周辺地区と、今後、大規模な土
地利用転換が想定される少年院跡地を小田原都市計
画都市再開発の方針における一号市街地「小田原駅
周辺地区」に含め、区域を拡大させる方針を示して
いた。
しかし、城山地区での民間再開発構想に不安を抱

いた者などから拡大に反対する署名が提出され、ま
た、前市長が提唱していた少年院跡地におけるゼロ
カーボン・デジタルタウン創造事業が見直されるこ
とになったことから、市は小田原駅周辺地区におけ
る一号市街地拡大を見送る案を県へ申し出た。
拡大予定であった対象地区は、道路のほとんどが

狭隘道路で、緊急車両の通行に支障があり、二項道
路や但し書の通路、建築基準法外の通路に接するな
ど建替えが困難な住宅が多数存在する。建替えが可
能な場合にも、セットバックなどにより土地の再整
備を強いられるといった課題がある。また、この地
区は宅地造成工事規制区域に含まれており、防災性
の向上などに取り組む必要がある。

公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

都市再開発の方針等について（公述人Ｅ氏：反対）

城山地区

少年院跡地

小田原市

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用したものである。

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

小田原駅
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これらの問題から、当初は一号市街地に拡大すべ
き方針が示されていた。問題を認識したまま一号市
街地に拡大せずに次の線引き見直しまで放置し、災
害で市民の命が脅かされるようなことがあれば、市
だけでなく神奈川県もその責任を負うことになると
指摘する。
また、先述の反対署名は、高齢者も多い地元住民

が、再開発により立ち退かされる可能性などを強調
されて不安を抱き、民間事業者による開発計画と一
号市街地拡大を混同した状況下で集められており、
結果、当該開発計画に対する反対署名であるべきも
のが、一号市街地拡大に対する反対署名にすり替
わっている。
市当局は、地元住民からの反対署名が、一号市街

地を拡大することにより立ち退きなどが生じるとい
う認識に基づくものであることを理解している。市
や県はこの誤解により出された反対意見に配慮して
拡大を見送るのではなく、逆に一号市街地に指定し
た上で計画的に議論を進めるべきである。

公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

城山地区

少年院跡地

小田原市

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用したものである。

都市再開発の方針等について（公述人Ｅ氏：反対）

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

小田原駅
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都市計画は、一度決まると長年にわたり人々の生
活に影響を与えることから、慎重な議論を積み重ね
ながら進めるべきものである。本件も行政型の提案、
都市計画審議会での審議、市民からの意見聴取と、
法令に基づいて進められたにもかかわらず、ほぼま
とまった市原案が、市民に対して説明する直前に出
された一部の反対意見によって覆されることは、本
来あるべき都市計画の進め方ではなく、法治国家と
してあるべき進め方ではない。仮に大きく方針転換
するのであれば、前提条件となる市の総合計画や都
市計画マスタープランから変えていくべきである。
県に対しては、当初どおり一号市街地を拡大して、

当該地区の将来像について地元住民の意見に配慮し
つつ計画的に議論を進めることを強く求める。市原
案のとおり一号市街地拡大を見送るのであれば、そ
れの根拠としている反対署名、反対意見が市長選挙
と全く無関係であったことを証明する必要がある。

公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

城山地区

少年院跡地

小田原市

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用したものである。

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

都市再開発の方針等について（公述人Ｅ氏：反対）

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

小田原駅
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【一号市街地(小田原駅周辺地区)について】
都市再開発の方針における別表１の「１ 小田原

駅周辺地区」について、「土地の高度利用及び都市
機能の更新に関する方針」の「適切な用途及び密度
の確保、その他の適切な土地利用の実現に関する事
項」に「再開発手法等の導入」とあるが、導入する
にしても、地権者が理解・納得することが重要であ
り、住民合意を徹底して目指すことが必要であると
考える。
なお、静かな住宅地である城山を一号市街地にし

てほしくないことから反対運動が起きたが、反対運
動の当事者に一号市街地についての誤解はなかった
と強調する。
再開発手法のひとつである市街地再開発事業を進

めるには、都市再開発法で全地権者の３分の２の同
意が必要だとされているが、同意後は、法的手続に
沿って事業は進められ、地権者はこの事業によって
完成した新しいビルへの入居、それを望まないので
あれば、保証金すなわち立退料を受け取り、現在の
場所から立ち退かなければならない。

公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

城山地区

少年院跡地

小田原市

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

都市再開発の方針等について（公述人Ｆ氏：賛成）

小田原駅

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用したものである。
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市は、「市街地再開発事業は、都市再開発法に基
づき、市街地内の土地利用の細分化や老朽した建築
物の密集、十分な公共施設がないなど、都市機能の
低下が見られる地域において敷地を共同化し、防災
性の高い建築物や公園、広場、道路、駅前広場の公
共施設の整備等を行うことにより、土地の合理的か
つ健全な高度利用と都市機能を図る事業」と説明し
ているが、地権者には土地を手放すことに計り知れ
ない苦しみがあることから、立ち退きが必要となる
ような再開発は初めからすべきではない。
住み慣れた土地・地域には、連綿とした人々の暮

らし・歴史が刻まれている。地権者一人一人が所有
する土地や建物、周辺の住民一人一人にとってかけ
がえのない地域であるだけに、まちづくりは徹底し
た住民合意が必要である。

公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

都市再開発の方針等について（公述人Ｆ氏：賛成）

城山地区

少年院跡地

小田原市

・この図面は、小田原市長（承認番号都計第310号）の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用したものである。

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

小田原駅
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【一号市街地(小田原駅周辺地区)について】

公述人Ｅ氏：反対
市や県は、防災性の向上などに取り組む必要があ

る周辺地区と、今後、大規模な土地利用転換が想定
される少年院跡地を一号市街地に指定した上で計画
的に議論を進めるべきである。
県に対しては、当初どおり一号市街地を拡大して、

当該地区の将来像について地元住民の意見に配慮し
つつ計画的に議論を進めることを強く求める。

公述人Ｆ氏：賛成
一号市街地「１ 小田原駅周辺地区」について、

「再開発手法等の導入」とあるが、地権者が理解・
納得することが重要であり、住民合意を徹底して目
指すことが必要である。
地権者一人一人が所有する土地や建物、周辺の住

民一人一人にとってかけがえのない地域であるだけ
に、まちづくりは徹底した住民合意が必要である。

公述意見の要旨（抜粋） 県の考え方（抜粋）

【一号市街地(小田原駅周辺地区)について】

都市再開発の方針において、小田原駅周辺地区は、
「小田原駅周辺(広域中心拠点)で、特に重点的に機
能の更新あるいは高度利用の必要のある一体の市街
地の区域」として一号市街地に位置付けています。
都市再開発の方針は、市から案の申出を受けて、県

が定めるものであり、第８回線引き見直しにおける小
田原駅周辺地区は、第７回線引き見直しと同じ区域と
する内容で、市から案の申出を受けています。
市は、案の申出にあたって、小田原市都市計画審

議会、小田原市議会及び住民説明会を経て、都市計
画の案の内容を作成していると市から聞いています。
少年院跡地を含む西口周辺については、今後の面

的な土地利用の動向を踏まえ、丁寧に市民の御意見
を聴きながら、必要な対応を検討していくと市から
聞いています。

都市再開発の方針等について（公述人Ｅ氏：反対、Ｆ氏：賛成）

小田原都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）
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都市計画区域名

分類

鎌

倉

逗

子

三

浦

葉

山

厚

木

藤

沢

茅
ヶ
崎

伊
勢
原

大

磯

小
田
原

南
足
柄

開

成

箱

根

合

計

都市計画
の方針

整開保について 1 2 3 6

整開保（新市街地ゾーン）
について

5 1 1 1 8

都市再開発の方針等について 4 4

区域区分
市街化区域及び市街化調整区域
への編入について

1 1 1 3

そ の 他 1 1 2 1 1 1 7

合 計 1 1 1 3 6 1 1 1 1 6 1 2 3 28

公述意見の分類 －市街化区域及び市街化調整区域への編入について－

（単位：人）
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・三浦都市計画区域
(三浦市)

・厚木都市計画区域
(厚木市)

・大磯都市計画区域
(大磯町)

市街化区域及び市街化調整区域への編入について
公述意見のあった都市計画区域

凡例

市街化区域及び市街化調整区域への編入について公述意見のあった都市計画区域

厚木

三浦

大磯

３都市計画区域：３人
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本厚木駅

厚木市

御意見のあった地域

厚木市 海
老
名
市

伊勢原市

厚木市 位置図

・ この図面・成果品は、厚木市長、伊勢原市長及び海老名市長（承認番号令和6年5月10日付け海老名市指令第都計54号）の承認を得て、同市所管の都市計画基本図・測量成果を使用して調製したものです。
・ この図面は、厚木市、伊勢原市及び海老名市との協議を経て、同市都市計画決定データを使用して作成したものです。

行政界

凡例

鉄道

自動車専用道路

国道

県道

厚木都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）
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区域区分線

凡例

鉄道

国道

県道

都市計画道路

市街化調整区域

市街化区域

御意見のあった地域

厚木市 拡大図

・この図面は、厚木市長の承認を得て、厚木都市計画基本図を使用して調製したものです。
・この図面は、厚木市との協議を経て、厚木都市計画決定データを使用して作成したものです。

厚木都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）
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区域区分線

凡例

鉄道

国道

県道

都市計画道路

厚木市 空中写真

厚木市文化会館

病院

・この図面は、国土地理院撮影の空中写真（令和元年10月）を複製したものです。
・この図面は、厚木市との協議を経て、厚木都市計画決定データを使用して作成したものです。

市街化調整区域

市街化区域

厚木都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

御意見のあった地域
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【恩名一丁目及び温水の市街化区域への編入について】
本厚木駅から900メートル、文化会館から南の恩

名一丁目と温水について、市街化調整区域を市街化
区域へ変更することを要望する。要望のエリアは、
本厚木駅から徒歩10分、病院や大型スーパーも近く
にあり、住居の環境は良いはずであり、市街地に近
い場所である。
しかし、計画的な市街化を図るはずが、市街化調

整区域が原因で、無秩序な車両置場やヤード等、市
の中心エリアに相応しくない場所として使われてい
る。当該エリアは、市街化調整区域であるが、第一
種住居地域に指定されており、都市計画法第９条５
項に、「第一種住居地域は、住居の環境を保護する
ため定める地域とする」とされている。また、この
地域について、一度市街化区域になった後に市街化
調整区域になったと聞いており、その理由を知りた
い。
新しく車両置場ができており、見た目も非常に悪

く、交通事故も何件か起きている。住みよい街、美
しいまちづくりのために、このエリアを市街化調整
区域から市街化区域にすることを要望する。

公述意見の要旨（抜粋） 【参考】

市街化区域への編入について（公述人Ａ氏：その他）

・この図面は、厚木市長の承認を得て、厚木都市計画基本図を使用して調製したものです。
・この図面は、厚木市との協議を経て、厚木都市計画決定データを使用して作成したものです。

厚木都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

病院

厚木市文化会館

温水

恩名１丁目

大型スーパーマーケット

御意見のあった地域
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公述意見の要旨（抜粋） 県の考え方（抜粋）

【恩名一丁目及び温水の市街化区域への編入について】
当該地区の区域区分変更の経過については、昭和

54年３月30日に行った第１回線引き見直しにおいて、
将来の人口の見通しから、住居系の新市街地として
市街化区域に編入しました。その際に、住宅地とす
る市街地整備を確実に実施するため同日付で土地区
画整理促進区域を決定しました。しかし、当時は、
地元地権者の区画整理に対する意欲が高まらなかっ
たため、昭和59年12月25日の第２回線引き見直しの
際に、市街化調整区域に編入しました。
県では、市町及び県民の方々の御意見を踏まえ、

令和４年12月に策定した「第８回線引き見直しにお
ける基本的基準」に基づき、土地区画整理事業や開
発行為等計画的な市街地整備が確実に行われる区域
であることなどの基準に適合している場合に、市街
化区域に編入できるとしています。
御要望のあった地域については、計画的な市街地

整備の見通しが立たなかったことなどから、第８回
線引き見直しにおいて、市街化区域へ編入しないこ
ととしました。

厚木都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

市街化区域への編入について（公述人Ａ氏：その他）

【恩名一丁目及び温水の市街化区域への編入について】
本厚木駅から900メートル、文化会館から南の恩

名一丁目と温水について、市街化調整区域を市街化
区域へ変更することを要望する。要望のエリアは、
本厚木駅から徒歩10分、病院や大型スーパーも近く
にあり、住居の環境は良いはずであり、市街地に近
い場所である。
しかし、計画的な市街化を図るはずが、市街化調

整区域が原因で、無秩序な車両置場やヤード等、市
の中心エリアに相応しくない場所として使われてい
る。当該エリアは、市街化調整区域であるが、第一
種住居地域に指定されており、都市計画法第９条５
項に、「第一種住居地域は、住居の環境を保護する
ため定める地域とする」とされている。また、この
地域について、一度市街化区域になった後に市街化
調整区域になったと聞いており、その理由を知りた
い。
新しく車両置場ができており、見た目も非常に悪

く、交通事故も何件か起きている。住みよい街、美
しいまちづくりのために、このエリアを市街化調整
区域から市街化区域にすることを要望する。
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公述意見の要旨（抜粋） 県の考え方（抜粋）

市街化区域への編入について（公述人Ａ氏：その他）

【大磯都市計画の区域区分について】
都市計画法が施行されてから、町では、昭和52年、

昭和59年に、市街化調整区域が拡大する逆線引きが
行われ、それ以降の40年間では、数回行われた線引
き見直しで若干の微調整は行われたものの、大磯都
市計画の区域区分は、基本的枠組みを維持したまま
現在に至っている。
町の土地利用の状況を見てみると、市街化調整区

域として都市的土地利用が抑制されているにもかか
わらず、50数年経過した中で市街化区域の外側に住
宅用地が確認できる。
市街化調整区域の中でも農地と住宅が混在してい

るエリアがあり、市街化区域と同様、空き家の問題
や耕作放棄地の問題が発生している。これらの問題
が発生した場合、市街化調整区域では都市計画法に
より土地の活用に制限があるため、問題が発生した
場合は市街化区域よりも深刻な問題になると思われ
る。
これらの状況の中、既に市街化調整区域としての

目的が大きく変わってしまっているようなエリアに
ついては、それらの地域の実情をきめ細かく検証し
ていただき、地域の意向を確認した上で、将来にわ
たり良い住環境を維持するという視点で線引き見直
しを進めていただきたい。

大磯都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）
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【第８回線引き見直しにおける基本的基準について】
「区域区分の決定又は変更に当たっての基本的基

準」14ページの「市街化区域への即時編入」では、
即時編入の条件として、「国勢調査により人口集中
地区になっている区域」との記載がある。この国勢
調査に基づく人口集中地区は、昭和35年の国勢調査
を実施するにあたり設定された制度であるが、市街
化区域の外縁部の市街化調整区域では、半世紀にわ
たり都市的土地利用を抑制してきた区域であるため、
国勢調査に基づく人口集中地区の基準だけでは、地
域の実情を正確に表すものではない。区域区分の決
定又は変更に当たっての市街化区域の即時編入要件
には、もう少し現状に即した条件も加味して判断基
準を検討していただきたい。

公述意見の要旨（抜粋） 県の考え方（抜粋）

大磯都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

市街化区域への編入について（公述人Ａ氏：その他）
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公述意見の要旨（抜粋） 県の考え方（抜粋）

【大磯都市計画の区域区分について】
県では、市町及び県民の方々の御意見を踏まえ、

令和４年12月に策定した「第８回線引き見直しにお
ける基本的基準（以下「基本的基準」という。）」
に基づいて、第８回線引き見直しにおける区域区分
の変更を行うこととしています。
基本的基準では、「市街化区域の規模は、人口、

世帯数及び産業等の長期的な見通し並びに都市の将
来像を踏まえ、新たな産業施策や都市施設の整備水
準、良好な市街地の形成などに配慮しつつ適正に想
定するものとし、いたずらに拡大することのないよ
う努めるものとする。」としています。
なお、市街化調整区域の土地利用については、

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」にお
いて、「都市的土地利用と農業的土地利用の混在、
幹線道路沿道における無秩序な施設立地、農村集落
の活力の低下や自然環境の喪失等の課題がある、又
は課題が発生すると予測される地域については、あ
らかじめ区域を設定し、地区計画の活用により、農
地や緑地等の自然的環境の保全と市街化調整区域の
性格の範囲内での一定の都市的土地利用を一体的に
図っていくなど、地域の実情に応じた、きめ細やか
な土地利用の整序を図る。」としています。

大磯都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

市街化区域への編入について（公述人Ａ氏：その他）

【大磯都市計画の区域区分について】
都市計画法が施行されてから、町では、昭和52年、

昭和59年に、市街化調整区域が拡大する逆線引きが
行われ、それ以降の40年間では、数回行われた線引
き見直しで若干の微調整は行われたものの、大磯都
市計画の区域区分は、基本的枠組みを維持したまま
現在に至っている。
町の土地利用の状況を見てみると、市街化調整区

域として都市的土地利用が抑制されているにもかか
わらず、50数年経過した中で市街化区域の外側に住
宅用地が確認できる。
市街化調整区域の中でも農地と住宅が混在してい

るエリアがあり、市街化区域と同様、空き家の問題
や耕作放棄地の問題が発生している。これらの問題
が発生した場合、市街化調整区域では都市計画法に
より土地の活用に制限があるため、問題が発生した
場合は市街化区域よりも深刻な問題になると思われ
る。
これらの状況の中、既に市街化調整区域としての

目的が大きく変わってしまっているようなエリアに
ついては、それらの地域の実情をきめ細かく検証し
ていただき、地域の意向を確認した上で、将来にわ
たり良い住環境を維持するという視点で線引き見直
しを進めていただきたい。
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公述意見の要旨（抜粋） 県の考え方（抜粋）

【第８回線引き見直しにおける基本的基準について】
基本的基準では、市街化調整区域から市街化区域

に編入できる区域の基準の一つとして、「国勢調査
により人口集中地区になっている区域」を位置付け
ていますが、これ以外にも、「優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域（新市街地）」、「既に開発
整備された区域で、地区計画の決定等によりその環
境が保全されると認められる区域」などの区域も編
入可能となるような判断基準を設け、より現状に即
したものとなるよう努めています。

大磯都市計画 公述意見の要旨と県の考え方（案）

市街化区域への編入について（公述人Ａ氏：その他）

【第８回線引き見直しにおける基本的基準について】
「区域区分の決定又は変更に当たっての基本的基

準」14ページの「市街化区域への即時編入」では、
即時編入の条件として、「国勢調査により人口集中
地区になっている区域」との記載がある。この国勢
調査に基づく人口集中地区は、昭和35年の国勢調査
を実施するにあたり設定された制度であるが、市街
化区域の外縁部の市街化調整区域では、半世紀にわ
たり都市的土地利用を抑制してきた区域であるため、
国勢調査に基づく人口集中地区の基準だけでは、地
域の実情を正確に表すものではない。区域区分の決
定又は変更に当たっての市街化区域の即時編入要件
には、もう少し現状に即した条件も加味して判断基
準を検討していただきたい。
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都市計画区域名

分類

鎌

倉

逗

子

三

浦

葉

山

厚

木

藤

沢

茅
ヶ
崎

伊
勢
原

大

磯

小
田
原

南
足
柄

開

成

箱

根

合

計

都市計画
の方針

整開保について 1 2 3 6

整開保（新市街地ゾーン）
について

5 1 1 1 8

都市再開発の方針等について 4 4

区域区分
市街化区域及び市街化調整区域
への編入について

1 1 1 3

そ の 他 1 1 2 1 1 1 7

合 計 1 1 1 3 6 1 1 1 1 6 1 2 3 28

公述意見の分類 －その他－

（単位：人）
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なお、いただいた御意見については、国、県及び市町の所管部局に送付し、
共有させていただくとともに、今後の取組の中で参考とさせていただきます。

※「公述意見の要旨と県の考え方（案）」は、令和７年３月を目途に公述人に

送付するとともに、県のホームページにおいて公表します。

まとめ

公述意見を踏まえた都市計画素案の変更はありません。
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国土交通大臣との協議

都市計画変更告示（令和７年内を予定）

関係省庁との事前協議

都市計画案の決定

案の公告及び縦覧

都市計画審議会

今後のスケジュールについて

公聴会の開催（令和６年10月22日～11月29日）
第245回（今回）
都市計画審議会に報告

県原案の確定（令和６年度内）

令和７年内の
都市計画審議会に付議

（予定）


